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中小事業者の売上税額の計算の特例

《帳簿と区分記載請求書の記載事項》

※　３万円未満の少額な取引や請求書等の交付を受けなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、一定の事項
を記載した帳簿の保存のみで、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
※　仕入先から交付された請求書等に、「③」の「軽減税率の対象品目である旨」や「④税率ごとに区分して合計した
税込対価の額」の記載がない時は、これらの項目に限って、交付を受けた事業者自らが、その取引の事実に基づき追
記することができます。

軽減税率の対象品目の売上げや仕入れ（経費）がある事業者の方は、税率ごとの区分をした区分記載請求書等の交付や
取引を税率ごとに区分して記帳するなどの経理（区分経理）を行う必要があります。
課税事業者の方は、仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必
要です（区分記載請求書等保存方式）。
なお、簡易課税制度を選択している場合、課税売上高から納付する税額を計算することから、区分記載請求書等の保存
は、仕入税額控除の要件ではありません。

帳簿及び請求書等の記載と保存（令和元年10月1日～令和5年9月30日）

※　不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店
業等に係る取引については、記載を省略できます。

①  課税仕入れの相手方の氏名又は名称
②  取引年月日
③  取引内容
　（軽減税率の対象品目である旨）
④  対価の額

①  請求書発行者の氏名又は名称
②  取引年月日
③  取引内容
　（軽減税率の対象品目である旨）
④  税率ごとに区分して合計した税込対価の額
⑤  請求書受領者の氏名又は名称※

帳簿の記載事項 区分記載請求書の記載事項

請　求　書
㈱○○御中

割り箸
牛肉  　　　　　※
　　　　　　　　　　 …合計

（XX年11月２日取引分）

令和５年10月１日以降、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）が開始されています。詳
しくは8ページをご覧ください。

 
 

 

売上げを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者は、課税期間のうち、令和元年10月１日から令和５年９月30
日までの期間において、課税売上げ（税込み）に、通常の連続する10営業日の課税売上げ（税込み）に占める当該10営業日中の
軽減税率の対象となる課税売上げ（税込み）の割合（軽減売上割合）を掛けて、軽減税率の対象となる課税売上げ（税込み）を算
出し、売上税額を計算できます。
※中小事業者とは、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者をいいます。
※通常の連続する10営業日とは、当該特例の適用を受けようとする期間内の通常の事業を行う連続する10営業日であれば、いつかは問いません。
※「困難な」とは、特例を適用しようとする課税期間中の売上げにつき、税率ごとの管理が行えなかった場合等をいいますので、その困難の度合い
は問いません。

【上記の割合の計算が困難な場合】
軽減売上割合の計算が困難な中小事業者であって、主として軽減対象資産の譲渡等を行う事業者は、これらの割合を　　とするこ
とができます。
※主として軽減対象資産の譲渡等を行う事業者とは、適用対象期間中の課税売上げのうち、軽減税率の対象となる課税売上げの占める割合がおお
むね50％以上である事業者をいいます。

【軽減売上割合の特例】
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特例計算による軽減税率の対象となる課税売上げ（税込み）

× ＝課税売上げ
（税込み）

軽減税率の対象となる
課税売上げ（税込み）軽減売上割合　又は　50%
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